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彩の国重度障害者支援・あんしん宣言グループホーム登録制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 重度障害者が安心して入居、生活をすることができるグループホームを登録

し公表することで、グループホームを入所施設や在宅に暮らす重度障害者の住まい

の場の選択肢の一つとする。このことにより、入所施設等からの地域移行や支援が

必要な重度障害者の在宅からの入居が進み、もって障害者がグループホームで安心

して生活できる環境を整備することを目的とする。 

 

（対象） 

第２条 この要綱において彩の国重度障害者支援・あんしん宣言グループホーム（以

下、「あんしん宣言グループホーム」という。）登録制度の対象となるグループホ

ームは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号。以下「法」という。）に基づき埼玉県知事が指定している共同

生活援助事業のうち、別表の登録基準を満たすグループホームとする。 

  なお、登録にあたっては、グループホームの事業所及び住居を登録するものとす

る。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合は対象としない。 

（１）法第５０条に基づき、運営する指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支

援施設の指定について、期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止さ

れている又は当該停止期間後３年以内の法人が運営するグループホーム。 

（２）その他、県の指導監査の状況等から、知事が登録することが相応しくないと認

めた法人が運営するグループホーム 

 

（登録の申請） 

第３条 あんしん宣言グループホームの登録を受けようとする者は、彩の国重度障害

者支援・あんしん宣言グループホーム登録申請書（様式第１号）に別に必要書類を

添付して、e-mail で知事に登録申請するものとする。 

２ 登録申請時期は、障害者支援課長が別に定めるとおりとする。 

３ 登録有効期限は、登録日の属する年度から起算して、３年目の７月３１日までと

する。 

４ 登録している事業所に新たに住居を登録する場合は、登録を受けた事業者（以下

「登録事業者」という。）は本条第１項の登録申請をするものとする。この場合の

登録有効期限は、登録している事業所の期限までとする。 

５ 登録有効期限後、引き続き登録を希望する場合は、登録事業者は登録有効期限の

属する年度の登録申請期間に申請を行うものとする。 

 

（登録） 

第４条 知事は、前条の登録申請書の提出があったときは、申請の内容が登録基準に
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適合しているか書面審査を行い、登録基準に適合するグループホームについて、彩

の国重度障害者支援・あんしん宣言グループホーム登録簿（様式第２号。以下、「登

録簿」という。）に登録し、登録マークを掲載した安心宣言を記載できる登録ステ

ッカー（参考様式）を交付するものとする。 

２ 前項の登録ステッカーは、登録住居ごとに交付するものとする。なお、登録ステ

ッカーは登録住居以外において使用してはならない。 

３ 登録事業者は、登録を受けている旨を紹介するため、登録事業者のホームページ、

パンフレット、刊行物、登録事業者の従業員の名刺等において、登録マークを使用す

ることができる。 

 

（登録したグループホームの公表） 

第５条 知事は、登録したグループホームについて、登録簿記載内容及び安心宣言な

ど登録申請書に明記してある公表事項を埼玉県福祉部障害者支援課のホームページ

で公表するものとする。 

 

（登録期間中の登録基準の確認） 

第６条 登録基準のうち「人員・支援の体制」に係る基準の３①又は②に該当するこ

とで登録している事業者は、登録した翌年度及び翌々年度の６月１日から６月３０

日までに間に、人員・支援体制該当報告書（様式第３号）に必要な書類を添付し、

e-mail で知事に報告しなければならない。 

２ 前項以外の登録を受けているグループホームについては、県は毎年、前項に定め

る期間に、登録基準のうち「人員・支援の体制」に係る基準に該当していることを

確認するものとする。 

 

（変更届） 

第７条 登録事業者は、登録を受けた申請書の記載内容に変更があったときは、１０

日以内に変更届（様式第４号）に必要な書類を添付し、e-mail で知事に届け出なけ

ればならない。 

２ 前項の届出で第５条の公表事項に変更があった場合、ホームページの公表内容を

変更するものとする。 

 

（廃止又は辞退の届出） 

第８条 登録事業者は、登録を受けたグループホームの事業所又は住居を廃止したと

き、又は登録を辞退する場合は、廃止（辞退）届（様式第５号）を e-mail で知事に

届け出るものとする。 

  なお、廃止したときは、１０日以内に届け出なければならない。 

  

（登録の取消し） 

第９条 知事は、登録事業者が次に該当する場合、登録を取り消さなければならない。 

（１）第８条の登録期間中の登録基準の確認において登録基準に適合していないこと
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を確認した場合 

（２）法第５０条に基づき、登録事業者が運営する指定障害福祉サービス事業所又は

指定障害者支援施設の指定が取り消された場合 

（３）法第５０条に基づき、登録事業者が運営する指定障害福祉サービス事業所又は

指定障害者支援施設の指定について、期間を定めてその指定の全部若しくは一部の

効力を停止された場合 

（４）その他、県の指導監査の状況等から、登録していることが相応しくないと認め

た場合 

 

（所掌） 

第１０条 この要綱に関する事務は、福祉部障害者支援課において所掌する。  

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、別に定める。  

 

   

 

附 則 

 １ この要綱は、令和５年１月３０日から施行する。 

 

 ２ 令和４年度においては、第５条に規定する登録申請期間は要綱の施行日から 

  令和５年２月２８日の間、登録有効期限は令和７年７月３１日までとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年５月３０日から施行する。  
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別表（第２条関係）        登録基準 

項目 基準 

人員・支援 

の体制 

下記の １ 及び ２又は３ に該当すること。 

１ 人員配置が次のいずれかに該当していること。 

 ①特定従業者数換算で 12：1 以上(日中サービス支援型は 7.5：1 以上)加配している 

  人員配置体制加算を適用している配置をしていること。 

 ②世話人を、常勤換算で利用者数を４（日中サービス支援型は３）で除した数以 

  上配置していること。 

２ 次のいずれかの加算を適用していること。 

 ①重度障害者支援加算Ⅰ型又はⅡ型 

 ②医療的ケア対応支援加算 

 ③看護職員配置加算 

 ④視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 

 ⑤強度行動障害者地域移行特別加算 

 ⑥精神障害者地域移行特別加算 

 ⑦地域生活移行個別支援特別加算 

３ 障害者支援施設の運営法人が運営するグループホームであって、上記２に該当 

 するか、次のいずれかに該当していること。 

 ①ア、イの両方に該当すること。 

  ア 「強度行動障害者地域移行特別加算」、「精神障害者地域移行特別加算」、 

    「地域生活移行個別支援特別加算」のいずれかの加算の対象となる障害者 

    （なお、当該グループホームでの加算算定後の当該グループホームにおけ 

    る入居期間は問わない）が１人以上入居していること。 

  イ 前年度において、障害支援区分５以上及びそれに準じる者(障害支援区分４ 

    以上であって、行動関連項目の点数が 10 点上又は喀痰吸引等を必要とす 

    る者。以下同じ。)が入居者の５割以上であること。 

 ②前年度において、障害支援区分５以上及びそれに準じる者が入居者の８割以上 

  であること。 

設備 

（住居単位） 

 グループホームの住居の設備等が、次の項目の２つ以上を満たしていること。 

 全ての項目を満たしているグループホームの住居には、県のホームページでその

旨を公表するものとする。 

 ①居室面積 ８㎡以上（収納設備等を除く）の居室を住居単位で２室以上確保し 

       ている。 

 ②廊下幅  居室に面する廊下幅１．５ｍ以上を確保している。 

 ③構造   玄関スロープやバリアフリーなどを満たしている。 

 ④介護設備 特殊浴槽又は介護リフトなど介護ロボット・設備を有している。 

 ⑤消防設備 各居室にスプリンクラー設備を設置している。 

 ⑥災害時  非常用自家発電設備（装置）を有する。 

運営実績 グループホームの指定を受けた運営実績が６年以上あること。 

安心宣言 グループホーム自ら、次の入居者支援の安心に資する宣言をすること。 

 ①入居者支援の安心宣言 

 ②グループホームで安心で豊かに暮らすことができるための取り組み等（申請書 

  の様式１号―３の「②グループホームで安心で豊かに暮らすことができるため 

  の取り組み等」欄のとおり。） 

※②については、必須ではありませんが、グループホームで取り組んでいる事項に 

 ついて積極的に申請書に御記載ください。 

※①、②は、県のホームページで公表します。 





















5 

 

参考様式（第４条関係） 登録ステッカー（大きさ：Ｂ６版） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


